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１ 業務名 

  苫小牧市介護保険窓口等業務 

 

２ 提案書の作成 

  提案者は、次のとおり提案書及び付属資料を作成し、期日までに提出すること。 

 

（１）提案書の内容 

   提案書は、第９号様式を表紙とし、次の項目について提案内容等を記載すること。 

  ア 目次 

  イ 業務に関する基本方針 

  ウ 介護保険業務に関する理解及びノウハウ 

  エ 業務実施体制・業務内容 

   （ア）準備・引継ぎにおける実施体制・業務内容 

   （イ）業務履行期間における実施体制・業務内容 

   （ウ）従事者の確保及び人材育成に関する方針等 

   （エ）円滑な業務実施に向けた対策等 

  オ 業務水準に関する考え方 

  カ 危機管理体制 

  キ 個人情報保護 

  ク その他の独自提案（仕様書に定める内容以外で、業務の効率化や市民サービスの向上に

資する独自の提案） 

 

（２）付属資料の内容 

  ア 提案価格書（消費税及び地方消費税を含まない金額とすること。なお、提案金額は、総

額及び年度別の金額を示すとともに、本要領「３ 提案限度額」に示す提案限度額及び業

務の最大規模を超えない金額とすること。） 

 

（３）その他提案書の作成に関する事項 

  ア 原則としてＡ４版・片面印刷とし、ページの通し番号を付すこと。なお、表紙、目次及

び付属資料を除く提案書は、２０ページ以内とすること。 

  イ 文字の大きさは、図表を除き、１０．５ポイント以上とすること。 

  ウ 写真、イラスト等を使用することも可能であること。 

  エ （１）提案書の内容で示された構成に従って順序よく作成すること。 

 

３ 提案限度額 

  ２７５，４９１，０００円（消費税及び地方消費税を含まない。） 

  なお、年度ごとの内訳は次表のとおりとする。 

 

 



年 度 期 間 業務の最大規模（税抜） 

令和８年度 令和８年１０月１日～令和９年３月３１日 ２５，７９４千円 

令和９年度 令和９年４月１日～令和１０年３月３１日 ５３，３１５千円 

令和１０年度 令和１０年４月１日～令和１１年３月３１日 ５４，６０１千円 

令和１１年度 令和１１年４月１日～令和１２年３月３１日 ５５，８８９千円 

令和１２年度 令和１２年４月１日～令和１３年３月３１日 ５６，９１９千円 

令和１３年度 令和１３年４月１日～令和１３年９月３０日 ２８，９７３千円 

  ※ この金額は、契約時の予定価格を示すものではなく、業務の最大規模を示すものである

ことに留意すること。 

  ※ 提案限度額は、業務の準備・引継ぎ期間を含め、本業務委託に係る必要経費の全てを含

むものであることに留意すること。 

 

４ 提出方法等 

（１）提出部数 提案書・付属資料  各１１部 

（２）提出期間 令和８年 ５月 ７日（木）午前８時４５分から 

        令和８年 ５月２０日（水）午後５時１５分まで 

（３）提出方法 提出場所に持参すること 

        ※ 提出期限までに提出がなかった場合は、辞退とみなす。 

（４）提出場所 苫小牧市福祉部介護福祉課 

        担当：泉 （電話：０１４４－３２－６３４０） 

 

５ 留意事項 

（１）提案書の作成及び提出に要する費用は、提案者の負担とすること。 

（２）提案書の内容は、仕様書等の内容に即したものとすること。 

（３）提案書に使用する言語は日本語とし、通貨単位は円とすること。 

（４）採用された提案書の著作権は、当市に帰属する。 

（５）提案書の提出期限後における訂正、追加、差替え、再提出は認めない。なお、提案書は、採

用・不採用にかかわらず返却しない。 

（６）一の提案者につき、複数の提案書の提出は認めない。 

（７）提出のあった提案書は、審査の過程において複製することがある。 

（８）提案書は、受託候補者特定の審査材料となるものであることから、本業務の実施方法等に

ついては、受託候補者の特定後、市と受託候補者が協議の上決定することとなることに留意

すること。 

（９）苫小牧市業務委託プロポーザル実施要領第１５条に規定する失格事由に該当することとな

った場合、審査の公平性に影響を与える行為があった場合、又は著しく信義に反する行為が

あった場合は、当該事業者からの提案を無効とし、失格とする。 

（10）本要領に定めることのほか、提案書の提出等に当たり必要な事項が生じた場合には、市か

ら提案者に通知する。 


